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市町村合併の背景と効果について市町村合併の背景と効果について

２．少子高齢化の進展２．少子高齢化の進展

３．広域的な行政需要が増大３．広域的な行政需要が増大

４．４．行政行政改革の推進改革の推進

１．地方分権の推進１．地方分権の推進

≫ 国・地方を通じて、極めて厳しい財政状況にある中、国・地方とも、より一層簡素で効率的な行財政運営
が求められており、公務員の総人件費改革等、更なる行政改革の推進が必要。

≫ 人々の日常生活圏が拡大するに従い、市町村の区域を越えた行政需要が増大しており、新たな市町村
経営の単位が求められている。

≫ 今後、本格的な少子高齢化社会の到来は必然。市町村が提供するサービスの水準を確保するために
は、ある程度の人口の集積が必要。

≫平成１１年、地方分権一括法。自己決定・自己責任のルールに基づく行政システムの確立。

→ 地方公共団体の自主性に基づく地域間競争
→ 個性ある多様な行政施策を展開するためには、一定の規模・能力（権限、財源、人材）が必要。



2

平成 5 年 6 月 3･4 日 地方分権の推進に関する決議（衆・参議院） 

 

7 年 4 月  1 日 市町村合併特例法の改正の施行（平成７年延長） 

        ・合併協議会設置に係る住民発議制度の創設 

        ・議員の定数・在任特例の拡充 

        ・過疎債の特例措置の創設 等 

5 月 19 日 地方分権推進法成立 

7 月  3 日 地方分権推進委員会発足 

     

8 年 12 月 20 日 地方分権推進委員会第１次勧告→機関委任事務制度の廃止等

9 年 7 月 8 日 地方分権推進委員会第２次勧告→事務区分、国地方関係調整ﾙｰﾙ等

      9 月  2 日  地方分権推進委員会第３次勧告→地方事務官、事務区分

      10 月  9 日 地方分権推進委員会第４次勧告→係争処理手続 等 

 

10 年 5 月 29 日 地方分権推進計画閣議決定→市町村合併特例法の改正項目

         11 月 19 日 地方分権推進委員会第５次勧告 

 

11 年 7 月  8 日 地方分権一括法成立 

→ 市町村合併特例法の改正を施行（平成１１年改正）

・住民発議制度の拡充 ・市となるべき要件の緩和 

・地方交付税の額の算定の特例（合併算定替の期間の延長）

・地域審議会の設置 ・地方債の特例（合併特例債）等 

 

12 年 4 月 1 日 地方分権一括法施行  

     11月 27日  地方分権推進委員会意見 → 市町村合併の推進についての意見

合併支援体制の整備、住民発議制度の拡充と住民投票制度

の導入、合併推進についての指針への追加、財政上の措置、

旧市町村等に関する対策、情報公開を通じた気運の醸成 

→市町村合併特例法の改正項目を含めた市町村合併の推進についての意見

地方分権の推進についての動き地方分権の推進についての動き

  13 年 7 月 3 日 地方分権改革推進会議発足 

 

14 年 3 月 31 日 市町村合併特例法の改正を施行（平成１４年改正） 

        ・住民発議制度の拡充と住民投票制度の導入 

        ・一部事務組合等に関する特例 等 

 

15 年 4 月 30 日 第２７次地方制度調査会中間報告  

今後の地方自治制度のあり方についての中間報告 

5 月 23 日 第２７次地方制度調査会意見 

           ・地方税財政のあり方についての意見‐地方分権推進の

ための三位一体改革の進め方について‐ 

     6 月  6 日 地方分権改革推進会議意見 

            ・三位一体の改革についての意見 

     11 月 13 日 第２７次地方制度調査会答申等 

・今後の地方自治制度のあり方に関する答申 

・当面の地方税財政のあり方についての意見 

 

   16 年 5 月 12 日 地方分権改革推進会議最終報告 

       5 月 19 日 合併三法成立（平成１６年改正） 

           ・合併特例区・地域自治区制度の創設 

           ・市町村合併推進のための方策 

・都道府県の自主的合併手続き等の整備 等           
 
     17 年 4 月 1 日 市町村合併の特例等に関する法律（合併新法）を施行  
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０～１４歳 １５～６４歳 ６５歳以上 老年人口比率

万人 ％

少子高齢社会の進展少子高齢社会の進展

◇ ２０３０年には２００５年に比べ、総人口は８％減少、１５歳から６４歳までの生産年齢人口は１８％減少し、
さらに２０５０年には、総人口は２１％減少、生産年齢人口は３６％減少することが予想される。

◇ ０歳から1４歳までの年少人口は年々減少し、２０５０年には２００５年に比べ３９％の減になることが予想される。
一方、６５歳以上の老年人口の割合は年々高まり、２００５年には２０％であるものが、２０５０年には３６％に
なることが予想される。

将来推計人口(人口)

「都道府県の将来推計人口」平成１４年１月 国立社会保障・人口問題研究所
但し、１９９５年については、「平成７年国勢調査最終報告書 日本の人口」（総務省統計局）によった。

出典
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合計特殊出生率の年次推移合計特殊出生率の年次推移

昭和４１年
１.５８

平成元年
１.５７ショック

平成１６年
１.２９
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小規模団体の組織・職員配置状況について小規模団体の組織・職員配置状況について（ａ町のケース（人口約３千））

○担当者毎の県本庁の関係する課の数は、

(２名)  (１名) (２名) (２名)

５課 ４課 ３課 １課 （課長は総括のみ）

農林業、水産業、商
工観光業

産業課

（８名）

○担当者毎の県本庁の関係する課の数は、

(２名) (１名)  (１名) (２名) (２名)

７課 ６課 ３課 ２課 １課

一般土木・建築・公営
住宅、農林土木、水
産土木、水道

建設課

（８名）

○担当者毎の県本庁の関係する課の数は、

(２名) (１名)  (２名) (１名)

５課 ４課 ３課 １課

・介護保険担当者（２名）は、介護保険を含め、それぞれ４事務、６事務を担当

社会福祉、民生児童、
保健予防、介護保険

保健福祉課

（６名）

○担当者毎の県本庁の関係する課の数は、

(１名)  (２名)  (１名) (２名)

５課 ４課 ３課 ２課

・女性政策担当者（１名）は、女性政策を含め５事務を担当

戸籍、住民登録、国
民健康保険、国民年
金、福祉医療、環境
衛生

住民課

（６名）

①～④のうち、
３分野を兼務する職員：２名、２分野を兼務する職員：２名

・企画担当者（２名）は、企画を含め、それぞれ７事務、２２事務を担当
・法令担当者（１名）は、法令を含め２２事務を担当
・情報化担当者（１名）は、情報化を含め２２事務を担当

①庶務・行政（８名）
②企画・財政（４名）
③税務（４名）
④選挙（２名）

総務課

（１２名）

備 考担当業務課 （部・係制はなし）
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人口１人あたり歳出額人口１人あたり歳出額 平成１５年９月１９日 第２７次地方制度調査会専門小委員会資料
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人件費と地方税収人件費と地方税収 平成１５年９月１９日 第２７次地方制度調査会専門小委員会資料

人件費支出／地方税収（倍）
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人口１万未満の団体は地方税収で人件費を賄えない状況にある
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地方債残高

地方の借入金残高／ＧＤＰ

兆円

年度

地方財政の借入金残高の状況地方財政の借入金残高の状況

○ 地方財政の借入金残
高は、平成17年度末で
205兆円となる見込み。

○ 平成3年度から2.9倍、
135兆円の増。

（出所：総務省HP）
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国庫補助負担金改革

○既決定分 ３兆８，５５３億円
○１８年度新規決定分 ８，１０８億円
（うち、税源移譲に結びつく改革 ６，５４４億円）

合 計 ４兆６，６６１億円
税源移譲

○１８年度税制改正で、所得税から個人住民税への３兆円規模の税源移譲を実施（１９年分所得税、

１９年度分個人住民税から）
○１８年度は移譲額の全額を所得譲与税で措置（３兆９４億円）

地方交付税改革
○総額の大幅な抑制

・地方交付税及び臨時財政対策債の総額の抑制(Ｈ⑯～Ｈ⑱) △５．１兆円
○主な制度の改革等

・「行政改革インセンティブ算定」の創設・拡充
・財政力格差拡大への適切な対応（税源移譲分を基準財政収入額へ100％算入（当面の措置））

・不交付団体の増加 人口割合(市町村) H⑫11.5% → H⑰18.4%
・段階補正の縮小 小規模市町村の算定を効率的な団体を基礎に縮減（約△2,000億円） 等

「三位一体の改革」

約△ 5.1兆円地方交付税改革
(地方交付税及び臨時財政対策債)

約 3兆円税 源 移 譲

約 4.7兆円国庫補助負担金改革

(Ｈ⑯～Ｈ⑱)
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新行政改革指針(H17.3.29総務事務次官通知）（抜粋）新行政改革指針(H17.3.29総務事務次官通知）（抜粋）

少子高齢化による人口減少時代を目前に控え、国地方を通じた厳

しい財政状況の中で、今後の我が国は、地方公共団体が中心となっ

て住民の負担と選択に基づき各々の地域にふさわしい公共サービス

を提供する分権型社会システムに転換していく必要がある。

現在、市町村合併が推進され、その規模・能力は急速に拡大しつ

つあり、これに伴い広域自治体のあり方の見直しが求められるなど、

地方公共団体の果たすべき役割が改めて問われている。また、ＮＰ

Ｏ活動等の活発化など公共的サービスの提供は住民自らが担うとい

う認識も広がりつつある。これまで行政が主として提供してきた公

共サービスについても、今後は、地域において住民団体をはじめＮ

ＰＯや企業等の多様な主体が提供する多元的な仕組みを整えていく

必要がある。これからの地方公共団体は、地域のさまざまな力を結

集し、「新しい公共空間」を形成するための戦略本部となり、行政

自らが担う役割を重点化していくことが求められている。

このような状況の中で、地方公共団体においては新しい視点に

立って不断に行政改革に取り組み、その体制を刷新していくことが

必要である。

これまでも、地方公共団体においては「地方自治・新時代に対応

した地方公共団体の行政改革推進のための指針」（平成９年11月14

日付け自治事務次官通知）等に基づき積極的に行政改革に取り組み、

地方公務員の総数は平成７年以降純減し（10年間の累積で198,895

人の純減）、国家公務員と比較した給与水準（ラスパイレス指数）

も100を切ったところである（平成16年４月１日現在で全国平均

97.9）。また、行政評価の取組、情報公開条例等や個人情報保護条

例等の制定、事務・事業の民間委託等も着実に進展してきており、

給与・旅費等に関する事務の集中化・アウトソーシングといった新

たな取組や指定管理者制度の活用も見られるようになっている。

しかしながら、厳しい財政や地域経済の状況等を背景に、地

方公共団体の行政改革の進捗状況に対する国民の視線は厳しい。

特に、給与制度やその運用などについては、なお一部に不適正

な事例も見受けられ、各方面の批判が向けられている。不適正

な事例を漫然と放置していては、国民の地方分権に関する共感

と理解は到底得られず、もとより早急に是正される必要がある。

国・地方を問わず行政に携わる者は、国民の貴い負担により給

与を得ているということを改めて肝に銘じる必要がある。

このような状況を踏まえると、各地方公共団体が今後行政改

革を推進するに当たっては住民と協働し、首長のリーダーシッ

プの下に、危機意識と改革意欲を首長と職員が共有して、取り

組んでいくことが求められている。

また、議会においても、改革推進のためにその機能を十分に

発揮することが重要である。

このため、平成16年12月24日に閣議決定された「今後の行政

改革の方針」を受け、以下に取組のための新たな指針を示し、

これを参考として、各地方公共団体において、より積極的な行

政改革の推進に努めるよう地方自治法第252条の17の５に基づき

助言するものである。
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福祉関係を除く
一般行政

     627,835人
    　 (20.6%)

福祉関係
421,025人
(13.9%)

教育部門
1,139,683人
(37.5%)

警察部門
274,271人
(9.0%)

消防部門
155,693人
(5.1%)

公営企業等
会計部門
423,615人
(13.9%)

 全地方公共団体

    3,042,122人
    (100.0%)

一
般

行

政

福祉、教育、警察、消防
1,990,672人
（65.5%）

新地方行革指針による５年間の「集中改革プラン」に定員の数値目標を明示
総定員の４．６％以上の純減を目指す

新地方行革指針による５年間の「集中改革プラン」に定員の数値目標を明示
総定員の４．６％以上の純減を目指す

地方公共団体職員総数の推移（平成６～１７年）地方公共団体職員総数の推移（平成６～１７年）部門別職員数（全地方公共団体）部門別職員数（全地方公共団体）

地方公共団体における定員削減の状況について地方公共団体における定員削減の状況について

国が法令等で職員配置を定める
警察・教育等が半数以上
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５年間で４．６％純減

平成１７年は、対前年比で４万１千人以上純減
（過去最大の純減）
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年

指数

※学歴や経験年数の差による影響を補正し、国家公務員給与を１００として計算した指数（ラスパイレス指数）

ラスパイレス指数の分布状況の推移 地方公務員の給与水準の推移

地方公共団体における給与適正化の状況について地方公共団体における給与適正化の状況について

・国家公務員給与と比較した指数（※）は、既に９２％の団体（2,266団体）は国以下

・全団体の平均は、９８．０ （S49.4.1より▲12.6） （H17.4.1現在）

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

昭和49年 昭和53年 昭和58年 昭和63年 平成5年 平成10年 平成15年 平成17年

団体数
3,316

団体数
3,326

団体数
3,325

団体数
3,315

団体数
3,306

団体数
3,302

団体数
3,260

（構成比） (単位：％)
( )は団体数

指数９５未満

指数１００～１０５

指数１０５以上

18.9(628)

41.2(1,367)

19.3(642)

32.8(1,091)

24.7(821)

25.5(849)

23.8(790)

32.0(1,059)

24.6(816)

13.4(444)

38.4(1,272)

25.7(848)

7.5(247)

42.5(1,405)
45.2(1,473)

25.0(825)

20.7(675)

2.4(79) 0.2(5)

24.0(797)

指数９５～１００

※　昭和49年のラスパイレス指数95未満の団体については、分離できない。

団体数
2,465

41.4(1,020)

0.0(0)
8.1(199)

50.5(1,246)

49



13

○税収不足などに伴う地方財政の逼迫

過半数の地方公共団体が、年額1,450億円以上を削減
（ 2,465団体中1,373団体(55.7%) ） （1,451億円）

地方公共団体における独自の給与削減措置について地方公共団体における独自の給与削減措置について

財政再建の着実な推進のため、一般職員も含めた
独自の給与削減措置に取り組む団体が増加

【参考】

都道府県・指定都市における地方公務員（一般職）の給料削減率
（平成17年４月１日現在）

大阪府(昇給の24月延伸等)、兵庫県(昇給の12月延伸)、福岡県(成績特昇の凍結)その他

北海道(1.7%)、宮城県(1.5%)～２％

和歌山県(2%・1%)、大分県(2%)、鹿児島県(2%)２％～３％

群馬県(3.5%・1%)、千葉県(3%・2%)、神奈川県(4%)、京都府(3.5%・2.5%)、奈良県(4～2%)３％～５％

青森県(6～2%)、新潟県(5～3%)、富山県(5%・3%)、滋賀県(5～2%)、鳥取県(6～4%)、

岡山県(6～2.8%)、広島県(7～3%)、高知県(5%・3%)、名古屋市(5.5～1%)、大阪市(6～2%)

５％～８％

島根県(10～6%)、長野県(10～5%)、香川県(10～4%)、広島市(9～3%)８％～

給料削減を実施している地方公共団体（抑制措置の内容）削減最高率

(平成17年４月１日現在調査）
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・事務・事業の再編・整理

・民間委託等の推進（指定管理者制度の活用を含む）

・定員管理の適正化（退職者数及び採用者数の見込み、平成22年4月1日における定員目標を明示）

⇒地方公共団体の総定員の4.6％以上の純減を目指す

目標の数値化 わかりやすい指標の採用 など

新地方行革指針（平成17年3月29日総務事務次官通知）に基づき、

平成17年度を起点としておおむね平成21年度までの具体的な

取組を明示した「集中改革プラン」を公表

平成17年度中

※地方公営企業についても公表

新地方行革指針による地方行革の推進について新地方行革指針による地方行革の推進について

・手当の総点検をはじめとする給与の適正化（給料表の運用、退職手当、特殊勤務手当等
の諸手当の見直しなど）

・第三セクターの見直し ・経費節減等の財政効果 など

総務省においては都道府県・指定都市、都道府県においては市区町村から提出された
「集中改革プラン」について、必要に応じ、各地方公共団体に助言、わかりやすく公表

一部の地方公共団体における不適正な手当の支給などに対する国民からの厳しい批判
を踏まえ、このような状況の是正に強力に取り組む
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地方公共団体における集中改革プランの公表に向けた取組状況
（平成17年10月31日現在）

地方公共団体における集中改革プランの公表に向けた取組状況
（平成17年10月31日現在）

○都道府県、政令市、その他の市区町村(※)においては、ほとんどの団体

が集中改革プランの公表に向けて取組。

都道府県………………47団体中46団体 （ 97.9％）

政令市…………………全団体（14団体） （100.0％）

その他の市区町村……1,513団体中1,508団体（ 99.7％）

○平成17年度中合併市町村においては、８５％の団体が平成18年度（合併

時期の翌年度）までに集中改革プランを公表予定。

H18年度までに公表予定……317団体中270団体（85.2％）

※平成17年度中合併市町村を除く。

H17年度中公表予定……… 107団体（33.8％）

H18年度中公表予定……… 163団体（51.4％）
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都道府県・政令市の集中改革プランにおける
定員管理の数値目標の状況について(速報)(H18.4.10)

都道府県・政令市の集中改革プランにおける
定員管理の数値目標の状況について(速報)(H18.4.10)

○ 都道府県・政令市の集中改革プランにおける平成22年４月１日の定員

管理の数値目標の状況について、平成18年３月31日現在の速報として、

総務省において取りまとめ

平成17年４月１日～22年４月１日の５年間の純減率

都道府県 △４．６％

政令市 △９．３％

合計 △５．３％

数値目標の状況

※１ 平成18年３月31日現在で公表している団体の加重平均。

※２ 都道府県については、策定中（東京都、富山県）、策定予定（長野県）、公表予定なし（鳥取県）、職員
総数の公表なし（大阪府）の団体があるため、これら５団体を除く42団体で加重平均。

※３ 政令市については、策定中の２団体（横浜市、福岡市）を除く12団体で加重平均。

※４ 速報値のため、数値に異同がある場合がある（確定値については、団体からのヒアリングを行った後
に取りまとめて公表する予定）。
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集中改革プランにおける定員管理の数値目標の状況(速報)

○都道府県
（平成18年3月31日現在）

平成17年4月1日～22年4月1日の純減率 （参考）

うち
一般行政部門

北 海 道 ▲  8.9％ ▲  3.9％ （ ▲  4.5％ ）

青 森 県 ▲  4.6％ ▲ 15.2％ ▲  5.9％ （ ▲  7.3％ ）

岩 手 県 ▲  6.0％ ▲ 14.5％ ▲  4.4％ （ ▲  6.7％ ）

宮 城 県 ▲  4.8％ ▲  5.9％ ▲  3.5％ （ ▲  3.6％ ）

秋 田 県 ▲  8.7％ ▲ 12.2％ ▲  6.2％ （ ▲  7.9％ ）

山 形 県 ▲  5.1％ ▲  9.1％ ▲  4.1％ （ ▲  4.8％ ）

福 島 県 ▲  8.3％ ▲  5.9％ ▲  5.1％ （ ▲  5.6％ ）

茨 城 県 ▲  3.6％ ▲ 10.0％ ▲  2.8％ （ ▲  3.1％ ）

栃 木 県 ▲  3.4％ ▲  6.5％ ▲  1.9％ （ ▲  2.1％ ）

群 馬 県 ▲  3.8％ ▲ 12.1％ ▲  1.4％ （ ▲  2.0％ ）

埼 玉 県 ▲  1.7％ ▲  7.5％ ▲  1.5％ （ ▲  1.2％ ）

千 葉 県 ▲  3.2％ ▲ 15.1％ ▲  1.9％ （ ▲  2.2％ ）

東 京 都 ▲  9.5％ （ ▲ 10.5％ ）

神 奈 川 県 ▲  1.4％ ▲ 13.5％ ▲  2.5％ （ ▲  2.5％ ）

新 潟 県 ▲  3.6％ ▲  8.3％ ▲  3.9％ （ ▲  4.8％ ）

富 山 県 ▲  5.6％ （ ▲  6.4％ ）

石 川 県 ▲  5.1％ ▲  4.8％ ▲  4.4％ （ ▲  5.6％ ）

福 井 県 ▲  4.6％ ▲  5.7％ ▲  2.5％ （ ▲  3.2％ ）

山 梨 県 ▲  4.6％ ▲ 11.5％  0.4％ （  0.2％ ）

長 野 県 ▲  2.0％ （ ▲  2.4％ ）

岐 阜 県 ▲  4.6％ ▲ 12.1％ ▲  3.1％ （ ▲  3.1％ ）

静 岡 県 ▲  7.6％ ▲  7.7％ ▲  1.4％ （ ▲  1.8％ ）

愛 知 県 ▲  1.5％ ▲ 11.3％ ▲  2.6％ （ ▲  2.5％ ）

三 重 県 ▲  1.1％ ▲  4.6％ ▲  4.6％ （ ▲  4.8％ ）

［策定予定］

都 道 府 県

（一般行政、公営企業等で

　　　  ▲ 19.4％ ）

［策定中］

平成11年4月1日～16年4月1日(5年間)の実績
（平成11年4月1日～17年4月1日（6年間）の実績）総数

［策定中］

（平成18年3月31日現在）

平成17年4月1日～22年4月1日の純減率 （参考）

うち
一般行政部門

滋 賀 県 ▲  4.3％ ▲ 12.5％ ▲  0.5％ （ ▲  1.1％ ）

京 都 府 ▲  4.8％ ▲  3.8％ （ ▲  4.4％ ）

大 阪 府 ▲ 11.1％ ▲  5.6％ （ ▲  6.3％ ）

兵 庫 県 ▲  0.9％ ▲  5.4％ ▲  3.9％ （ ▲  4.2％ ）

奈 良 県 ▲  9.0％ ▲  6.9％ ▲  4.7％ （ ▲  6.0％ ）

和 歌 山 県 ▲ 10.6％ ▲ 10.4％ ▲  4.9％ （ ▲  6.3％ ）

鳥 取 県  0.7％ （  1.1％ ）

島 根 県 ▲  8.5％ ▲ 11.7％ ▲  3.7％ （ ▲  5.1％ ）

岡 山 県 ▲  5.6％ ▲ 11.6％ ▲  3.7％ （ ▲  4.2％ ）

広 島 県 ▲  6.9％ ▲ 16.0％ ▲  6.3％ （ ▲  7.8％ ）

山 口 県 ▲  5.3％ ▲  8.6％ ▲  4.4％ （ ▲  4.8％ ）

徳 島 県 ▲  4.6％ ▲  5.4％ ▲  4.9％ （ ▲  5.9％ ）

香 川 県 ▲  4.8％ ▲  7.9％ ▲  3.6％ （ ▲  4.4％ ）

愛 媛 県 ▲  6.5％ ▲ 10.0％ ▲  1.3％ （ ▲  2.6％ ）

高 知 県 ▲  8.8％ ▲ 14.1％ ▲  5.8％ （ ▲  8.8％ ）

福 岡 県 ▲  4.7％ ▲  2.9％ （ ▲  3.4％ ）

佐 賀 県 ▲  3.6％ ▲  6.2％ ▲  4.3％ （ ▲  5.1％ ）

長 崎 県 ▲  3.7％ ▲  6.0％ ▲  5.0％ （ ▲  6.9％ ）

熊 本 県 ▲  4.8％ ▲  6.8％ ▲  3.7％ （ ▲  4.3％ ）

大 分 県 ▲  5.4％ ▲  8.4％ ▲  6.4％ （ ▲  7.8％ ）

宮 崎 県 ▲  4.8％ ▲  3.1％ （ ▲  4.1％ ）

鹿 児 島 県 ▲  6.2％ ▲ 10.0％ ▲  4.6％ （ ▲  5.7％ ）

沖 縄 県 ▲  4.5％ ▲  5.6％ ▲  2.6％ （ ▲  2.9％ ）

計 ▲  4.6％ ▲  9.6％ ▲  4.2％ （ ▲  4.9％ ）

(注３)一般行政部門の計欄は、一般行政部門を明示している39団体の加重平均。

（一般行政、大学で

　　　　 ▲  6.2％ ）

(注４)速報値のため、数値に異同がある場合がある。

都 道 府 県
総数

平成11年4月1日～16年4月1日(5年間)の実績
（平成11年4月1日～17年4月1日（6年間）の実績）

(注２)新潟県は、平成21年4月1日までの純減率。兵庫県は、平成20年4月1日までの純減率。

［公表予定なし］

－

(注１)大阪府は、一般行政・公営企業等会計部門のみを公表。

（一般行政、公営企業等、大学で

        ▲ 17.1％ ）

（一般行政、公営企業等、大学で

　　　　 ▲ 12.0％ ）
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○政令市
（平成18年3月31日現在）

平成17年4月1日～22年4月1日の純減率 （参考）

札 幌 市 ▲  5.5％ ▲  9.3％ （ ▲ 10.8％ ）

仙 台 市 ▲  9.7％ ▲  5.4％ （ ▲  6.9％ ）

さ い た ま 市 ▲  5.5％  1.1％ （  0.4％ ）

千 葉 市 ▲  4.6％ ▲  2.2％ （ ▲  2.7％ ）

横 浜 市 ▲  5.3％ （ ▲ 10.4％ ）

川 崎 市 ▲ 11.5％ ▲  7.5％ （ ▲  9.7％ ）

静 岡 市 ▲  5.0％ ▲  7.8％ （ ▲  8.7％ ）

名 古 屋 市 ▲  7.8％ ▲  7.4％ （ ▲  9.4％ ）

京 都 市 ▲  4.6％ ▲  9.4％ （ ▲ 10.4％ ）

大 阪 市 ▲ 14.7％ ▲  8.5％ （ ▲  9.6％ ）

神 戸 市 ▲ 11.5％ ▲  9.1％ （ ▲ 11.8％ ）

広 島 市 ▲  3.8％ ▲  6.8％ （ ▲  7.5％ ）

北 九 州 市 ▲ 10.9％ ▲  7.2％ （ ▲ 10.5％ ）

福 岡 市 ▲  0.8％ （ ▲  1.2％ ）

計 ▲  9.3％ ▲  6.9％ （ ▲  8.9％ ）

(注)速報値のため、数値に異同がある場合がある。

平成11年4月1日～16年4月1日(5年間)の実績
（平成11年4月1日～17年4月1日（6年間）の実績）

［策定中］

政 令 市
総数

［策定中］

○都道府県・政令市計
（平成18年3月31日現在）

平成17年4月1日～22年4月1日の純減率 （参考）

都 道 府 県 ▲  4.6％ ▲  4.2％ （ ▲  4.9％ ）

政 令 市 ▲  9.3％ ▲  6.9％ （ ▲  8.9％ ）

計 ▲  5.3％ ▲  4.6％ （ ▲  5.4％ ）

(注)平成18年3月31日現在で公表している団体（都道府県42団体、政令市12団体）の加重平均。

区　　分
総数

平成11年4月1日～16年4月1日(5年間)の実績
（平成11年4月1日～17年4月1日（6年間）の実績）
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市町村合併市町村合併と行政改革と行政改革

○ 市町村合併は、首長や議員などの特別職の減少、組織の簡素合理化による一般職員

の減少、公共施設の効率的配置等による経常経費の減少等が中長期的に実現されるこ
とになり、行政改革に資する有力な方策。

○定員管理の適正化

市町村合併に伴う定員管理や組織編成

については、予算・人事管理等の総務管理
業務や計画策定等の企画関連業務など同
一又は類似の事務・事業の統合や、旅費・
給与等に関する事務の集約化などにより、
事務・事業の抜本的な見直しを計画的に行
うとともに、適正な組織体制・人事配置とな
るよう、積極的・計画的な組織の合理化、一
層の定員管理の適正化に努めること。

○給与の適正化

合併を行う市町村において、合併関係市
町村に不適正な給与制度・運用・水準が存
在する場合には、合併を機にこれを是正す
るとともに、合併後の市町村においても、住
民への説明責任を果たしながら、給与制度・
運用・水準の適正化を強力に推進すること。

この新地方行革指針に基づき、平成17年度を起点としておおむね平成21年度
までの具体的な取組を明示した「集中改革プラン」を公表

新地方行革指針（平成１７年３月２９日総務事務次官通知）より
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市町村合併による市町村合併による財政効率化財政効率化の具体例の具体例

■ 職員の人件費や市議会議員の報酬、東京都へ委託している消防
事務事業など行政経費を、合併後３年間で約２８億円削減。

【東京都西東京市】

■ 人件費が合併しなかった場合と比較して、合併後１０年間で約３５
億円の削減の見込み。 【広島県廿日市市】

■ 合併に伴う議会議員や常勤特別職の減により、人件費が年間４億
６千万円削減。 【岐阜県郡上市】

■ 三役、職員等の削減により合併後１０年間で約１００億円削減見込み。
【静岡県静岡市】

■ 三役等特別職、議会議員、非常勤職員の削減、職員給与の統一に
より年間７億円削減。 【京都府京丹後市】

◎ 今回の市町村合併により、首長などの三役が約３，６００人、市町村議会議員が
約１７，６００人減少すると見込まれ、これにより、約１，２００億円の給料・報酬が減
少すると推計される。
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市町村合併による三役・議員の減少状況について市町村合併による三役・議員の減少状況について

４９０億円７８０億円給料総額

５,９６０人９,５３５人市町村の三役の数
（首長、助役、収入役）

合併後(※1)

<約２９０億円減>
（約３７％減）

合併前(15年度)
▲３,５７５人

２，０００億円２，９１０億円報酬総額

３８,９４２人５６，５３３人市町村の議員の数

合併後(※1)

<約９１０億円減>
（約３１％減）

合併前(15年度) ▲１７,５９１人

※１ 表中「合併後」の「三役の数」は平成１８年３月３１日の見込み数。「議員の数」は在任特例などの措置終了後のもの。

※２ 三役・議員の減員数は、都道府県から聞き取りにより調査したものであり、今後変動する可能性がある

首長・市町村議会議員等が、約２万１千人減少(首長等▲3,575人、議員▲17,591人）すると見込まれ、給料・
報酬が約１，２００億円減少すると推計される。 （１８２１市町村の場合）
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市町村合併の推進市町村合併の推進

これからは市町村の時代これからは市町村の時代

● 市町村の行財政基盤の強化を図り、住民に身近な市町村が、より充実したサービスを提供し、住みやすいまちづくりを
展開できるように市町村合併を推進しています。

サービスの高度化・多様化サービスの高度化・多様化サービスの高度化・多様化

広域的な視点にたって、まちづくりをより効率的に実施できます広域的な視点にたって、まちづくりをより効率的に実施できます

広域的なまちづくり広域的なまちづくり広域的なまちづくり

専任の職員・組織を置くことができ、より多様な行政施策の展開が可能になります専任の職員・組織を置くことができ、より多様な行政施策の展開が可能になります

例） あさぎり町では、保健師の資格を

持った職員が充実し、乳幼児向け

予防注射や、成人向けの健康講座

を数多く実施できるようになりました。

例） 真庭市では、道路等の整備において、地域の個性を活かした
ゾーニングにより広い視点からのまちづくりが可能になりました。

住民の利便性の向上住民の利便性の向上住民の利便性の向上

均一運賃でバスが
使えるようになったし、
保育所が会社の近くに
あるから安心ね

近くの学校に
通えるように
なったよ

保育所

学校

会社

学校

保育所

合併前

合併前

合併後

合併後

例） 合併に伴い、市町村の三役（首長、助役、収入役）、

議会の議員については全国で２万１千人減少し、

給料等は年間１，２００億円削減されると

見込まれます。

例） 西東京市では、合併によって１０年間で

約１９０億円の経費削減が可能になります。

行財政の効率化行財政の効率化行財政の効率化

それぞれのまちが別々に行っていた仕事をまとめ、行財政の効率化が図れますそれぞれのまちが別々に行っていた仕事をまとめ、行財政の効率化が図れます

同じ仕事を
まとめて出来るから
経費が削減

地域のことを
地域で考える
ことが大切だ

地域の特色がでる
まちづくりに
したいね

学校の隣が
緑地ゾーン
なのね

素敵なまちに
なるわよね

気持ちよく散歩
できる道を
つくってほしいな

緑地ゾーン

工業ゾーン

居住ゾーン

商業ゾーン

文化ゾーン

福祉ゾーン

合併前境界線

旧市町村の境界を越えた公共施設の利用・サービスが可能になります旧市町村の境界を越えた公共施設の利用・サービスが可能になります

例） 新潟市では、合併後、旧市町村界を越えて、空きのある保育所
を利用することが可能になりました。

新しいサービスを
始められます

できます

例） 新居浜市では、無医村であった別子

山地区に待望の診療所を開設するこ

とができ、地域医療の充実が図られま

した。
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■■ 市町村合併の市町村合併の実績実績（平成１１年度（平成１１年度以降以降））

平成１１年３月３１日

３２３２ ▲ １４１１
平成１８年３月３１日

１８２１ ▲ １
平成１８年４月１日

１８２０

204.1116.9106.947.1平均面積（㎢）

65, 53536,38724,5557,864平均人口（人）

5031,537－－うち人口１万人未満

1,8203,2323,4669,895市 町 村 数

平成18年4月1日平成11年3月31日昭和37年1月1日昭和29年9月30日

■ 市町村数等の推移

1,412701711
H11.4.1以降の
減少市町村数

1,9951,027968合併関係市町村数

583326257合 併 件 数

計H17.4.1～H18.4.1H11.4.1～H17.3.31

■ 合併市町村件数

 1993
(61.7%)

（参考）合併を決めた市町村の割合

合併関係
市町村数

※H11.3.31の３２３２市町村のうち

市町村合併の推進状況について市町村合併の推進状況について

※ 平成18年4月1日時点の人口は、平成17年国調人口（要計表）ベース。

注１ 市町村長から都道府県知事への申請済み分で、官報告示を終えたものも含む。
注２ 平成18年3月31日までの数値には、合併新法による合併１件を含む。（H18.1.10に高松市が牟礼町を編入）

1995
( 61.7% )
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全国の合併市町村の状況

        凡例

ａ→ｂ（ｃ％）

ａ：H11.3.31の市町村数

ｂ：H18.4.1の市町村数

ｃ：減少率

５０％以上 　　　　　 20

４０％以上５０％未満 10

３０％以上４０％未満 6

２０％以上３０％未満 6

１０％以上２０％未満 2

１０％未満 3

　０％ 0

県

県

府県

県

道県

都府県

市町村数の減少率
（H11.3.31の市町村数からの減少率）

　

３２３２市町村（H11.3.31）が１８２０（H18.4.1）に。

212→180 (15.1%)

67→40 (40.3%)

69→25 (63.8%)

59→35 (40.7%)

71→36 (49.3%)

85→44 (48.2%)

44→35 (20.5%)

90→61 (32.2%)

49→33 (32.7%)
70→39 (44.3%)

120→81(32.5%)

99→42 (57.6%)

112→35(68.8%)

35→15 (57.1%)

41→19 (53.7%)

35→17 (51.4%)

44→28 (36.4%)

92→71 (22.8%)

80→56 (30.0%)

40→39 (2.5%)

37→35 (5.4%)

64→29 (54.7%)

74→42 (43.2%)

69→29 (58.0%)

88→63 (28.4%)

47→39 (17.0%)

50→30 (40.0%)

50→24 (52.0%)

43→17 (60.5%)

53→35 (34.0%)

70→20 (71.4%)

91→41 (54.9%)

39→19 (51.3%)

78→29 (62.8%)

59→21 (64.4%)

56→22 (60.7%)

49→23 (53.1%)

97→69 (28.9%)

79→23 (70.9%)

96→49 (49.0%)

44→31 (29.5%)

58→18 (69.0%)

94→48 (48.9%)

86→23 (73.3%)

50→26 (48.0%)

44→43 (2.3%)

53→41 (22.6%)

※ 合併新法による合併２件を含む。
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市 町 村 市 町 村

1 北海道 212 34 154 24 180 35 130 15 15.1%
2 青森県 67 8 34 25 40 10 22 8 40.3%
3 岩手県 59 13 30 16 35 13 16 6 40.7%
4 宮城県 71 10 59 2 36 13 22 1 49.3%
5 秋田県 69 9 50 10 25 13 9 3 63.8%
6 山形県 44 13 27 4 35 13 19 3 20.5%
7 福島県 90 10 52 28 61 12 33 16 32.2%
8 茨城県 85 20 48 17 44 32 10 2 48.2%
9 栃木県 49 12 35 2 33 14 19 0 32.7%

10 群馬県 70 11 33 26 39 12 17 10 44.3%
11 埼玉県 92 43 38 11 71 40 30 1 22.8%
12 千葉県 80 31 44 5 56 36 17 3 30.0%
13 東京都 40 27 5 8 39 26 5 8 2.5%
14 神奈川県 37 19 17 1 35 19 15 1 5.4%
15 新潟県 112 20 57 35 35 20 9 6 68.8%
16 富山県 35 9 18 8 15 10 4 1 57.1%
17 石川県 41 8 27 6 19 10 9 0 53.7%
18 福井県 35 7 22 6 17 9 8 0 51.4%
19 山梨県 64 7 37 20 29 13 9 7 54.7%
20 長野県 120 17 36 67 81 19 25 37 32.5%
21 岐阜県 99 14 55 30 42 21 19 2 57.6%
22 静岡県 74 21 49 4 42 23 19 0 43.2%
23 愛知県 88 31 47 10 63 35 26 2 28.4%
24 三重県 69 13 47 9 29 14 15 0 58.0%
25 滋賀県 50 7 42 1 26 13 13 0 48.0%
26 京都府 44 12 31 1 28 14 13 1 36.4%
27 大阪府 44 33 10 1 43 33 9 1 2.3%
28 兵庫県 91 21 70 0 41 29 12 0 54.9%
29 奈良県 47 10 20 17 39 12 15 12 17.0%
30 和歌山県 50 7 36 7 30 9 20 1 40.0%
31 鳥取県 39 4 31 4 19 4 14 1 51.3%
32 島根県 59 8 41 10 21 8 12 1 64.4%
33 岡山県 78 10 56 12 29 15 12 2 62.8%
34 広島県 86 13 67 6 23 14 9 0 73.3%
35 山口県 56 14 37 5 22 13 9 0 60.7%
36 徳島県 50 4 38 8 24 8 15 1 52.0%
37 香川県 43 5 38 0 17 8 9 0 60.5%
38 愛媛県 70 12 44 14 20 11 9 0 71.4%
39 高知県 53 9 25 19 35 11 18 6 34.0%
40 福岡県 97 24 65 8 69 27 38 4 28.9%
41 佐賀県 49 7 37 5 23 10 13 0 53.1%
42 長崎県 79 8 70 1 23 13 10 0 70.9%
43 熊本県 94 11 62 21 48 14 26 8 48.9%
44 大分県 58 11 36 11 18 14 3 1 69.0%
45 宮崎県 44 9 28 7 31 9 19 3 29.5%
46 鹿児島県 96 14 73 9 49 17 28 4 49.0%
47 沖縄県 53 10 16 27 41 11 11 19 22.6%

3,232 670 1,994 568 1,820 779 844 197 43.7%

※　合併新法による合併２件を含む。
※　岩出市の単独市制施行を含む。

都道府県別合併の進捗状況
H18.4.1の
市町村数

減少率
H11.3.31の
市町村数

都道府県名 内訳内訳 １万人未満 構成比
１万人未満
（H17国調）

構成比
（H17国調）

1 北海道 212 144 67.9% 180 114 63.3%
2 青森県 67 36 53.7% 40 12 30.0%
3 岩手県 59 24 40.7% 35 10 28.6%
4 宮城県 71 27 38.0% 36 4 11.1%
5 秋田県 69 41 59.4% 25 8 32.0%
6 山形県 44 17 38.6% 35 12 34.3%
7 福島県 90 51 56.7% 61 30 49.2%
8 茨城県 85 15 17.6% 44 1 2.3%
9 栃木県 49 7 14.3% 33 2 6.1%

10 群馬県 70 24 34.3% 39 10 25.6%
11 埼玉県 92 13 14.1% 71 3 4.2%
12 千葉県 80 18 22.5% 56 8 14.3%
13 東京都 40 11 27.5% 39 11 28.2%
14 神奈川県 37 2 5.4% 35 2 5.7%
15 新潟県 112 57 50.9% 35 8 22.9%
16 富山県 35 11 31.4% 15 1 6.7%
17 石川県 41 17 41.5% 19 1 5.3%
18 福井県 35 18 51.4% 17 2 11.8%
19 山梨県 64 41 64.1% 29 10 34.5%
20 長野県 120 77 64.2% 81 43 53.1%
21 岐阜県 99 56 56.6% 42 7 16.7%
22 静岡県 74 15 20.3% 42 6 14.3%
23 愛知県 88 18 20.5% 63 6 9.5%
24 三重県 69 31 44.9% 29 4 13.8%
25 滋賀県 50 20 40.0% 26 8 30.8%
26 京都府 44 21 47.7% 28 6 21.4%
27 大阪府 44 2 4.5% 43 2 4.7%
28 兵庫県 91 35 38.5% 41 0 0.0%
29 奈良県 47 24 51.1% 39 18 46.2%
30 和歌山県 50 28 56.0% 30 11 36.7%
31 鳥取県 39 30 76.9% 19 7 36.8%
32 島根県 59 45 76.3% 21 8 38.1%
33 岡山県 78 50 64.1% 29 5 17.2%
34 広島県 86 52 60.5% 23 2 8.7%
35 山口県 56 33 58.9% 22 6 27.3%
36 徳島県 50 32 64.0% 24 6 25.0%
37 香川県 43 17 39.5% 17 1 5.9%
38 愛媛県 70 42 60.0% 20 2 10.0%
39 高知県 53 37 69.8% 35 19 54.3%
40 福岡県 97 22 22.7% 69 11 15.9%
41 佐賀県 49 25 51.0% 23 6 26.1%
42 長崎県 79 55 69.6% 23 4 17.4%
43 熊本県 94 58 61.7% 48 16 33.3%
44 大分県 58 38 65.5% 18 1 5.6%
45 宮崎県 44 19 43.2% 31 11 35.5%
46 鹿児島県 96 54 56.3% 49 19 38.8%
47 沖縄県 53 27 50.9% 41 19 46.3%

3,232 1,537 47.6% 1,820 503 27.6%

※　H11.3.31の１万人未満の市町村数は、H7国勢調査人口による。
※ H18.4.1の１万人未満の市町村数は、H17国勢調査人口（要計表）による。
※　合併新法下での合併2件を含む。

１万人未満の市町村数（H17国調人口（要計表）ベース）

計

H11.3.31の市町村数 H18.4.1の市町村数
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km

安芸郡
坂町

安芸郡
江田島町

佐伯郡
能美町

安芸郡
音戸町

呉市

安芸郡
海田町

安芸郡
熊野町

豊田郡
川尻町

賀茂郡
黒瀬町

豊田郡
安浦町

双三郡
作木村

双三郡
布野村

双三郡
君田村

比婆郡
口和町

三次市
高田郡
高宮町

高田郡
美土里町

高田郡
吉田町

高田郡
八千代町

山県郡
千代田町

山県郡
大朝町

高田郡
甲田町

高田郡
向原町

山県郡
豊平町

山県郡
加計町

山県郡
芸北町

山県郡
戸河内町

双三郡
三和町 世羅郡

世羅西町 世羅郡
世羅町 世羅郡

甲山町

神石郡
三和町

芦品郡
新市町

甲奴郡
甲奴町

甲奴郡
上下町

双三郡
吉舎町

双三郡
三良坂町

神石郡
神石町
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甲奴郡
総領町 神石郡

豊松村
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佐伯郡
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大野町

大竹市

佐伯郡
宮島町

廿日市市

佐伯郡
沖美町

佐伯郡
大柿町

広島市

安芸郡
倉橋町

安芸郡
下蒲刈町

安芸郡
蒲刈町

安芸郡
府中町

豊田郡
豊浜町

豊田郡
豊町

豊田郡
大崎町

豊田郡
木江町

豊田郡
東野町

豊田郡
瀬戸田町 御調郡

向島町

豊田郡
安芸津町

因島市

東広島市

竹原市

賀茂郡
福富町

賀茂郡
豊栄町

賀茂郡
河内町

賀茂郡
大和町

豊田郡
本郷町

三原市

御調郡
久井町
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比婆郡
高野町

比婆郡
西城町
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東城町

12,824

4,052

12,276

203,159

25,392
25,351

2,0002,003

2,644

2,014

39,5034 ,408

3,423 5,793

11,632

10,721

4,450

3,782

4,733

4,468

2,958

4,618

3,272

3,789 4,520
6,426

3,261
5,093

3,972
1,897

1,843

3,244

4,047

1 ,291

853

7,895

12,621

31,405

25,727

73,587

2,193

6,193

1,126,239

7,593

15,084

2,223

10,380

12,913

2,741

30,042 123,423

50,673

9,209
2,175

2,956

4,351

2,744

3,036 9,606

28,187

31,935

2,892 4,404

6,941

7,603

10,971

5,574

8,768

82,081

8,111

6,875 41,271

92,586

16,710

12,632

3,431

378,789

40,361

21,695

21,370

2,905

10,330

2,037

2,417

4,983

12,335

市町村の推移市町村の推移 【【広島県広島県】】

平成１１年４月１日時点
市町村数： 13市67町6村 （計86）
うち人口１万人未満： 47町6村（計53）

平成１１年度
2,878,915万人 8,476.95㎢

平均人口 33,475人 平均面積 98.56㎢
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※  

市町村の推移市町村の推移 【【広島県広島県】】

平成１７年度末
市町村数： 14市9町 （計23）
うち人口１万人未満： ２町

平成１７年度末

凡 例

平成17年3月31日時点で

合併済み市町村及び同日
までに合併申請済みの市
町村

上記を除く市町村

2,876,762万人 8,476.95㎢

平均人口125,076人 平均面積 368.56㎢
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市町村数の推移グラフ（年度末、年度当初版）
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2,395

1,821 1,820
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前年度末 当年度末
H11年度 1 4 3,232 3,229
H12年度 2 4 3,229 3,227
H13年度 3 7 3,227 3,223
H14年度 6 17 3,223 3,212
H15年度 30 110 3,212 3,132
H16年度 215 826 3,132 2,521
H17年度 325 1,025 2,521 1,821
Ｈ18年度

(H18.4.1まで) 1 2 1,821 (1,820)

計 583 1,995

※H17年度には、新法による合併１件を含む。

合併件数（Ｈ１８．４．１）

※H18年度はH18.4.1までの数字。

市町村数合併関係
市町村数

件数
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合併市町村数と平成１１年以降で合併していない市町村数の対比
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H11.3.31 H18.4.1

市
町

村
数

未合併市町村数

合併市町村数

1,820

3,232

※ 段階的に合併した市町村については、１団体としてカウントしている。
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団体数 団体数

50万人以上 21 24,459,688 （ 20.8% ） 7,910 （ 2.1% ） 26 29,778,934 （ 25.0% ） 13,423 （ 3.6% ）

30万人以上50万人未満 43 16,672,731 （ 14.2% ） 11,025 （ 3.0% ） 46 17,668,129 （ 14.8% ） 16,061 （ 4.3% ）

20万人以上30万人未満 41 10,139,015 （ 8.6% ） 7,624 （ 2.1% ） 40 9,788,677 （ 8.2% ） 11,645 （ 3.1% ）

10万人以上20万人未満 115 15,609,766 （ 13.3% ） 13,901 （ 3.7% ） 150 20,702,612 （ 17.4% ） 38,851 （ 10.5% ）

5万人以上10万人未満 227 15,738,410 （ 13.4% ） 24,690 （ 6.7% ） 276 19,142,712 （ 16.0% ） 60,481 （ 16.3% ）

3万人以上5万人未満 262 10,015,674 （ 8.5% ） 30,248 （ 8.2% ） 265 10,238,169 （ 8.6% ） 55,738 （ 15.0% ）

1万人以上3万人未満 986 16,620,311 （ 14.1% ） 101,818 （ 27.4% ） 514 9,289,378 （ 7.8% ） 86,469 （ 23.3% ）

1万人未満 1,537 8,347,037 （ 7.1% ） 173,826 （ 46.8% ） 503 2,665,154 （ 2.2% ） 88,730 （ 23.9% ）

全国計 3,232 117,602,632 （ 100.0% ） 371,040 （ 100.0% ） 1,820 119,273,765 （ 100.0% ） 371,397 （ 100.0% ）

（参考）全国平均 36,387 114.8 65,535 204.1

※　H11.3.31の人口は、平成７年国勢調査人口による。
※　H18.4.1の人口は、平成１７年国勢調査人口（要計表）による。

※　H11.3.31の面積は、「全国市町村要覧（平成１０年度版）」の面積による。
※　H18.4.1の面積は、「全国市町村要覧（平成１７年度版）」の面積による。

市町村合併による人口段階別の人口・面積の変化

H11.3.31 H18.4.1
面積（km

2
） 面積（km

2
）人口 人口
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市町村数の変遷市町村数の変遷
 年 月 市 町 村 計 備   考 

     
明治21年  －  (71,314) 71,314  

  22年   39  (15,820) 15,859 市制町村制施行（明22. 4. 1） 

     
大正11年   91  1,242 10,982 12,315  

      
昭和20年10月   205  1,797  8,518 10,520  
昭和22年 8月   210  1,784  8,511 10,505 地方自治法施行 
  28年10月   286  1,966  7,616  9,868 町村合併促進法施行 
  31年 4月   495  1,870  2,303  4,668 新市町村建設促進法施行 
  31年 9月   498  1,903  1,574  3,975 町村合併促進法失効 
  36年 6月   556  1,935   981  3,472 新市町村建設促進法一部失効 
  37年10月   558  1,982   913  3,453 市の合併の特例に関する法律施行 
  40年 4月   560  2,005   827  3,392 市町村の合併の特例に関する法律施行 
  50年 4月   643  1,974   640  3,257 市町村の合併の特例に関する法律の一部を改正する法律施行 

  60年 4月   651  2,001   601  3,253 市町村の合併の特例に関する法律の一部を改正する法律施行 
      
平成 7年 4月   663  1,994   577  3,234 市町村の合併の特例に関する法律の一部を改正する法律施行 

    11年 4月   671  1,990   568  3,229 地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律一部施行

    14年 4月   675  1,981    562  3,218 地方自治法等の一部を改正する法律一部施行 

16年 5月 
    17年 4月 

  695 
739 

1,872
 1,317

533
   339

3,100 
 2,395 

市町村の合併の特例に関する法律の一部を改正する法律施行 
市町村の合併の特例等に関する法律施行 

18年 3月   777 846    198 1,821 （合併新法による合併１件を含む。） 

18年 4月   779    844    197    1,820  
      

 

明治の大合併

昭和の大合併
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旧 法

平成１７年３月３１日 平成１８年３月３１日 平成２２年３月３１日

○合併に関する障害除去の特例措置
・地方税の不均一課税、議員の在任特例等

・合併算定替の特例期間１０年（＋激変緩和５年）

○総務大臣の定める基本指針に基づき、都道府県が、市
町村の合併の推進に関する構想を策定。

○知事が、市町村合併調整委員を任命し、合併協議会に
係るあっせん、調停を行わせることができる。

○知事が合併協議会設置又は合併協議推進勧告により、
市町村の合併を推進する。

以
降
に
合
併
申
請

平
成
17
年
４
月
１
日

合
併

平成18年3月31日ま
でに合併

・存置（３万市特例は議員修正により追加・存置）

・段階的に５年（＋激変緩和５年）に短縮
(平成17・18年度に合併した場合の特例期間は9年、平成19・20年度は
7年、平成21年度は5年)

平成22年3月31日ま
でに合併

・新法では廃止

経過措置期間

・合併特例区等の設置
(合併に際して、合併関係市町村の協議により、合併特例区等
を一定期間設置できる。(※旧法においても可能))

ま
で
に
合
併
申
請

平
成
17
年
３
月
31
日

○合併特例債による財政支援措置

新 法

旧合併特例法と合併新法との比較
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市町村の合併の特例等に関する法律（合併新法）市町村の合併の特例等に関する法律（合併新法）

総務大臣の定める基本指針

　　　　　　　都道府県の構想

合併協議会設置協議について
議会に付議

市町村長が選管に住民投票請求

住民が有権者の６分の１以上の署名を集めて
住民投票請求

議会が否決した場合

市町村長が住民投票請求しない場合

合併協議会の設置

有効投票の過半数の賛成の場合

合併協議会設置の勧告
（地方自治法２５２の２④）

申請に基づき、
市町村合併調整委員

を任命し、あっせん・調停
合併協議推進勧告

都道府県知事は、勧告に基づいて講じた措置
について報告を求めることができる。

合併協議会が設置されていない場合 合併協議会が設置されている場合

都道府県が基本指針に基づき、市町村合併の
推進に関する構想を策定

構想の対象とすべき構想の対象とすべき
市町村の組合せ市町村の組合せ

①生活圏域を踏まえた行
政区域を形成

②指定都市、中核市等へ
③小規模市町村

↓

※地理的条件等を考慮

おおむね人口１万未満

（H17.5.31総務大臣告示）
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総務大臣の定める基本指針の概要
【平成１７年５月３１日総務大臣告示第６４８号】

○ 合併新法第５８条において、総務大臣が自主的な市町村の合併を推進するための基本的
な指針（基本指針）を定めることとされている。

○ 都道府県は、同法第５９条により、基本指針に基づき、当該都道府県における自主的な
市町村の合併の推進に関する構想を作成し、合併を推進することとなるもの。

○ なお、構想を作成、変更しようとするときは、あらかじめ、「市町村合併推進審議会」の意見
を聴かなければならないこととされている。

○ 基本指針の中核部分である「構想の内容」の概要は以下のとおり。

構想には次に掲げる内容を定めること。
(1) 自主的な市町村の合併の推進に関する基本的な事項

(2) 市町村の現況及び将来の見通し

(3) 構想対象市町村の組合せ
(1)、(2)を踏まえ、構想対象市町村の組合せを示す。なお、構想対象市町村を定めるに当たっては、おおむね以下に

掲げる市町村をその対象とする。

① 生活圏域を踏まえた行政区域の形成を図ることが望ましい市町村
② 更に充実した行政権能等を有する指定都市、中核市、特例市等を目指す市町村
③ おおむね人口１万未満を目安とする小規模な市町村

なお、③の市町村については、地理的条件や人口密度、経済事情のほか、旧法の下で市町村の合併を行った経緯に

ついても考慮する。

(4) 都道府県において自主的な市町村の合併を推進するために必要な措置
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政令指定都市・中核市・特例市の処理する主な事務の比較政令指定都市・中核市・特例市の処理する主な事務の比較

○民生行政に関する事務
・児童相談所の設置

○都市計画等に関する事務
・都道府県道、産廃施設、流通業務団地等に関する都市計画決定
・市街地開発事業に関する都市計画決定

○民生行政に関する事務
・身体障害者手帳の交付
・母子・寡婦福祉資金の貸付け
・養護老人ホームの設置認可・監督

○保健所の設置（保健所設置市が行う事務）
・地域住民の健康保持、増進のための事業の実施
・飲食店営業等の許可
・一般廃棄物処理施設、産業廃棄物処理施設の許可
・浄化槽設置等の届出 ・温泉の利用許可

○都市計画等に関する事務
・市街化区域又は市街化調整区域内の開発行為の許可
・市街地開発事業の区域内における建築の許可

・都市計画事業の施行地区内における建築等の許可
・市街地再開発事業の施行地区内における建築等の許可
・土地区画整理組合の設立の認可
・土地区画整理事業の施行地区内の建築行為等の許可
・住宅地区改良事業の改良地区内の建築等の許可
・宅地造成の規制区域内における宅地造成工事の許可

政令指定都市の処理する主な事務

○土木行政に関する事務
・市内の指定区間外の国道の管理
・市内の県道の管理

○文教行政に関する事務
・県費負担教職員の任免、給与の決定

中核市の処理する主な事務

○都市計画等に関する事務
・屋外広告物の条例による設置制限

○環境保全行政に関する事務
・ばい煙発生施設、一般粉じん発生施設の設置の届出

○文教行政に関する事務
・県費負担教職員の研修

○環境保全行政に関する事務
・騒音を規制する地域の指定、規制基準の設定
・悪臭原因物の排出を規制する地域の指定
・振動を規制する地域の指定

○その他
・計量法に基づく勧告、定期検査

特例市の処理する主な事務
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構想作成に向けた審議状況
H18.4.1　現在

都道府県数 備考

34 うち群馬県、京都府、香川県、長崎県については審
議会委員を選考中

うち構想を作成済み 12
宮城県、山形県、福島県、栃木県、埼玉県、山梨県、
静岡県、奈良県、和歌山県、宮崎県、鹿児島県、沖
縄県

うち知事へ答申済み 3 岩手県、福岡県、熊本県

うち構想を検討中 13
うち構想を１８年度内に作成 9 北海道、千葉県、滋賀県、大阪府、岡山県、山口県、

徳島県、香川県、高知県

うち構想作成時期が未定 4 青森県、茨城県、神奈川県、愛知県

その他 6
秋田県（動きがあれば検討）、群馬県（動きがあれば検討）、京
都府（動きがあれば検討）、兵庫県（動きがあれば検討）、愛媛
県（要否も含め検討）、長崎県（動きがあれば検討）

審議会設置条例を制定済み

※　設置条例未制定団体（１３団体：東京都、新潟県、富山県、石川県、福井県、長野県、岐阜県、三重県、鳥取県、
島根県、広島県、佐賀県、大分県）についても、市町村に動きがあれば構想を検討するとしている。
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◎現在協議中の合併協議会等の設置状況

１１８８２３３３構成市町村数

２６１１１１４設置数

合計その他研究会任意協議会法定協議会(注)

(注)旧法下で設置された法定協についても、新法下で設置されたものとして取り扱うこととされている。
（市町村の合併の特例等に関する法律附則第４条）

４６２１３２２構成市町村数

１４４１９設置数

合計その他研究会任意協議会法定協議会

◎上記のうち平成１７年４月１日以降に設置されたもの

合併新法の下における市町村合併の推進状況について合併新法の下における市町村合併の推進状況について

◆合併協議会等の設置状況 （平成１８年４月１日時点） ※精査中につき暫定数

◆ 合併の状況等

◎平成１８年１月１０日：香川県高松市と木田郡牟礼町が合併して高松市に（高松市への編入合併）

◎平成１８年４月 １日 ： 愛知県海部郡弥富町と同郡十四山村が合併して弥富市に
（弥富町への編入合併と同時に市制施行）

◎平成１８年１０月１日 ： 福岡県八女市と八女郡上陽町が合併して八女市に （八女市への編入合併）

（予定）
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旧旧合併特例法及び合併新法の下での合併後の市町村のイメージ合併特例法及び合併新法の下での合併後の市町村のイメージ

Ａ市ａ区
Ａ市ｂ町

Ａ市ｃ Ａ市ｄ村

Ａ市ａ区
Ａ市ｂ町

Ａ市ｃ Ａ市ｄ村

一般制度 合併時の特例

① 合併して一つの市町村となる。

② 地域審議会の設置

③ 合併に係る地域自治区の設置

④ 合併特例区の設置

○ 地域自治区の設置

特 例

【特徴】
・法人格：なし
・区 長：－
・期 限：なし
・地域自治区の名称
＝使えない（町字名で
用いることは可）

【特徴】
・法人格：なし
・区 長：置ける
・期 限：市町村の協議

で定める期間
・地域自治区の名称
＝住所の表示に冠するが、

名称は自由

【特徴】
・法人格：あり

（特別地方公共団体）
・区 長：置く
・期 限：５年以内で規約

で定める期間
・合併特例区の名称
＝住所の表示に冠するが、
名称は自由

Ａ市

役所・役場 地域自治区 合併特例区 区長

= 地域審議会
= 地域協議会
= 合併特例区協議会

【凡例】
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地域審議会・地域自治区・合併特例区の設置状況地域審議会・地域自治区・合併特例区の設置状況

合併市町村件数 ５８３（平成１８年４月１日時点）合併市町村件数 ５８３（平成１８年４月１日時点）

◇地域審議会 → ２３０団体※

◇地域自治区（合併特例） → ３８団体（１０１自治区）

◇合併特例区 → ６団体（１４特例区）

◇地域自治区（一般制度） → １７団体（９３自治区）

※ 段階的に合併した市町村については、１団体としてカウントしている。

H１６

導入

H１２

導入

※ 平成18年4月1日までに合併予定の市町村の設置状況（調査時点：平成17年3月31日）。
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合併新法下での市町村合併の推進体制について

② 「新市町村合併支援プラン」の決定

17年６月３日 第８回 政府・市町村合併支援本部

合併新法下でも、新たな支援プ

ランをとりまとめることを決定

17年８月３１日 第９回 政府・市町村合併支援本部

新支援プランを決定

経 緯

① 政府・市町村合併支援本部⇒引き続き支援

○本部長：総務大臣

○副本部長：内閣官房副長官（政務）

総務副大臣

○本部員：他のすべての副大臣

○参与：すべての大臣政務官

構成メンバー

市町村合併を強力に推進するため、引き続き各省庁が

連携・協力して、市町村合併を支援していく。

（平成１７年６月３日 本部決定）

（平成１３年３月２７日閣議決定）

各省庁と連携・協力して、合併新法下における

支援本部としての支援策をとりまとめた。
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新市町村合併支援プランのポイント新市町村合併支援プランのポイント
【平成１７年８月３１日 市町村合併支援本部決定】

１１．．地方行財政上の支援策（１９項目）地方行財政上の支援策（１９項目）

○ 合併市町村まちづくりのための事業に対する財政措置（起債措置）
○ 合併前に必要となる事業に対する財政措置（起債措置）
○ 合併支援のための公債費負担の格差是正に係る財政措置（特交措置）
○ 政令指定都市の指定の弾力化
○ 合併後市町村の人材育成への支援 等

２２．．関係省庁の連携による支援策（６７事業）関係省庁の連携による支援策（６７事業）

① 快適な暮らしを支える社会基盤の整備（道路の整備等） １４事業
② 豊かな生活環境の創造（廃棄物処理対策の推進等） ２１事業
③ 生涯にわたる保健・医療・福祉の充実 ２事業
④ 次世代を担う教育の充実 ４事業
⑤ 新世紀に適応した産業の振興 ２０事業
⑥ 連携・交流による開かれたまちづくり ６事業


